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要約	
本稿はセネガルの農村における女性の自律性に着目し、夫婦に対して女性の自律性向上

を狙った介入実験を行い、その結果を分析している。その結果から政策提言を行い、セネ

																													
1
	本稿にあり得る誤り、主張の一切の責任はいうまでもなく筆者たち個人に帰するものである。なお、本稿の作成にあ

たっては、栗田匡相准教授（関西学院大学）をはじめ、JICA	やセネガル農村での調査を支援してくださった方々な

ど、多くの協力を得て完成した。ここに記して感謝の意を表したい。	
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ガルが抱える課題の解決、そしてセネガル経済の発展、安定につなげることが 終的な目

標である。	

セネガルは世界的に見ても低い人間開発指数から後発開発途上国に位置付けられており、

健康や教育分野など人的資本に関わる課題が開発の阻害要因になっていると考えられる。

健康に関する課題としては依然高い乳幼児死亡率が挙げられる。教育分野の課題としては、

イスラム教を信仰する人が 9 割を超えるセネガルでは宗教の影響や貧しさから、そもそも

学校に行かない子どもたちが多数いることが挙げられる。そのような子供たちの中には物

乞いとして働かされている者もいる。こうした諸問題の根源には低い女性の自律性という

課題がある。我々はこれらの問題に対してジェンダーの観点からアプローチする。持続可

能な開発目標(SDGs)でも取り上げられているように、ジェンダー平等や女性の自律性の改

善が経済に与える影響は大きい。開発経済学の分野では女性の自律性が家庭内資源の効率

的な分配を果たし、子どもの教育や健康を改善するという研究が多数なされてきた。セネ

ガルはイスラム教の下、一夫多妻制を採用しており、そのような宗教的な規則や、家事労

働は女性が行うものだといった古くからの慣習が女性の地位を貶めている。	

日本政府は主に JICA を通してこれまでもセネガルに対して様々な開発援助を行ってきた。

それは西アフリカ内の流通及び経済活動などの地域拠点となっているセネガルへの援助が、

西アフリカ地域全体の安定と発展につながるものであり、結果的に日本企業の西アフリカ

進出に寄与すると考えているからである。JICA は多数のプロジェクトを行い、ジェンダー

に関する援助にも注力している。	

我々はセネガルの開発を阻害している人的資本に関する問題を解決すべく、ジェンダー

の観点から本問題の主体となる夫・妻に直接アプローチし、彼らが自分たちでこの問題を

改善できるような現実的かつ効果的な政策を考えることを目的とする。これは日本の西ア

フリカ進出を考える上でも有意義なことである。	

先行研究として、まず女性の夫婦間交渉力、自律性が与える影響についての論文を挙げ、

女性の自律性を向上させることがセネガルの抱える課題にアプローチする上で有効である

ことを確認する。その後、政策が女性の自律性の向上に与える影響を検証した先行研究や、

夫婦を対象に介入実験を行った先行研究、夫婦の共同行動についての先行研究を挙げる。

それらの先行研究をもとに、夫婦を対象とし、かつ金銭的取引や法整備を必要としない介

入実験を行い、女性の自律性向上を目的とする研究や夫婦間の共同行動と女性の自律性の

関係を明らかにする研究が我々の知る限りないことを示す。これらを本稿の新規性として、

「夫婦間の共同行動が女性の自律性向上に影響を及ぼす」という検証仮説を立てた。	

本研究に使用するデータは、我々関西学院大学栗田研究会 6 期生が 2018 年 8 月に実際に

セネガル農村に行き、独自の調査票を用いて世帯調査を行い収集したものである。選定し

たセネガルの典型的な 4 農村で介入実験を行った。調査した 4 村を、介入実験を行う村と

介入実験を行わない村に分け、二週間後に調査結果を比較することで、我々の介入のイン

パクトを測った。介入実験では夫婦にダンスパーティーへの参加と、それに向けた二週間

のダンス練習を行ってもらい、夫婦での共同行動の機会を創出した。	

分析は差の差分法と 小二乗法を用いて行っている。また、被説明変数として使用する

女性の自律性・交渉力とメディアに関する変数作成のために主成分分析も用いている。
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我々は本稿にて女性の自律性を「自らに関係する事柄を、自らの意思を反映させることが

できる程度」と定義し、また家庭内での女性の交渉力を「自らに関係する事柄を、自らの

意思を反映させることができる程度を広げるための手段」と定義した。本稿では自律性と

交渉力に関してそれぞれダンスパーティーの有無のみを説明変数とした推計式とその他の

外的要因を説明変数に含めた推計式、計四本の推計式を分析している。結果、女性の自律

性を被説明変数に置いた場合は共同行動の介入は有意にはならなかった。しかし、女性の

交渉力を被説明変数に用いた場合には、実験介入が有意な結果をもたらすことがわかった。

それ以外に仕事をしているかどうかや、第一妻であるかどうかということが、女性の交渉

力に影響をもたらしていることがわかった。	

以上の分析から夫婦での共同行動は女性の自律性を向上させるまでには及ばないものの、

自律性の一つの要素である交渉力の向上に影響があることがわかった。よって夫婦での共

同行動を促す政策として「ドレール CMU マタニティ」を提言する。ドレール CMU	 は「セネ

ガル国コミュニティ健康保険制度及び無料医療制度能力強化プロジェクト」の略称であり、

JICA による保健医療サービスの受け手にフォーカスしたプロジェクトである。我々はこの

プロジェクトにマタニティ部門を加えることを提言する。政策の内容としてはマタニティ

に関する講習会を開催し、それに夫婦で参加してもらう。講習会では妊娠・出産・育児に

関する正しい知識、情報の提供だけでなく、共同行動として妊婦のストレッチや体操を夫

婦で行うプログラムを実施する。学習という共同行動に加え、今回の実験で採用したダン

スと同じく、身体的行動を伴った共同行動もプログラムに組み込む。講習会に参加するイ

ンセンティブ付けとしては参加した夫婦、子供の無料定期健康診断を実施する。農業従事

者の多いセネガル農村では、健康は家計を支えるための重要な資本であるはずだが、健康

診断などの健康管理システムが未発達であり、自分の健康について知る機会がほとんどな

いことがヒアリング調査から明らかになったため、無料定期健康診断の提供は十分なイン

センティブとして働くのではないかと考える。また講習会では父母子手帳を配布し、夫も

積極的に育児に参加できるようにする。この政策の実施によって、女性の交渉力の向上、

男性の妊娠・出産・育児への理解と積極的な参加の促進、さらには家族の継続的な健康管

理システムの構築が見込まれる。この政策はこれまでセネガルで実施されてきた JICA の活

動をベースとしており、また我々がセネガル農村で実際に見てきた現状を踏まえて考えた

ものであるため、有効性や実現可能性は非常に高いと考える。	
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はじめに 
世界には貧困に苦しむ人々が未だ数多く存在する。世界銀行が示すデータによると、

2015 年時点、1 日 1.9 ドル以下で生活する人が約 7 億 3600 万人いるといわれている。日

本を含む先進諸国はこの状況を改善すべく、経済支援や開発プロジェクトを数多く実施し

てきたが、貧困撲滅には至っていない。ひとえに貧困といっても、その内容は様々であ

る。収入が少ないため十分な生活ができない人、病気にかかっても病院に行くことができ

ない人、気候変動のため農地が干上がり、食糧が尽きてしまう人、下痢や風邪で命を失っ

てしまう人、学校を卒業しても正規雇用で働くことができない人、病院で出産できない妊

婦、文化や慣習的な社会的背景からひどい扱いを受ける女性たち、学校に通うことができ

ない子供や家計を助けるために働く子供、街で物乞いをする子供など、貧困の形はたくさ

んあり、そのすべてが解決されるべき問題である。主に開発途上国で起きるこれらの問題

を解決すべく、2000 年にミレニアム開発目標（MDGｓ）が掲げられた。これにより安全で

豊かな世界づくりを目指した 8 つの開発目標が設定された。2015 年のミレニアム開発目標

終報告では、ジェンダー問題に関して、依然残された課題として男女間における就業機

会、資産、公私の意思決定における差別が挙げられており、また女性は男性より貧困状態

に置かれている傾向があることも指摘されている。MDGs の後継として 2015 年に国連サミ

ットにて採択された持続可能な開発目標（SDGs）でも平和で豊か、かつ持続可能な世界に

必要な基盤として 17 の目標を掲げており、その中に「ジェンダーの平等を達成し、すべ

ての女性と女児のエンパワーメントを図る」という目標がある。今日もなお、女性の地位

向上が開発における重要な課題であるという事実に疑いの余地はない。	

開発における女性の役割は大きい。開発経済学に限らず、他の分野を含む数多くの研究

から、女性の社会進出は経済などに良い影響を与えることが明らかにされている。また、

女性は男性よりも子供への投資をより強く好むことが知られている。実際に母親の教育へ

の関心が子供の教育の機会に影響していることが示された研究は多い。我々の普段の生活

を考えても、子育ては主に母親の仕事と考えられている節があり、子供と母親の関係は強

いことがわかる。伝統的な慣習や宗教色が強い傾向にある開発途上国では、こういった男

尊女卑的な考えはより顕著に表れると考えられる。我々が調査を行ったセネガル共和国

（以下セネガル）の農村でも、女性は家事と育児が仕事で、男性は台所に入る習慣がなか

った。また、宗教的理由から、女性はモスクに入ることを禁じられているなど、女性が虐

げられている様子も実際に見うけられた。加えて、我々が行った調査から、家庭内の資源

分配や子供への投資の決定権が男性に強いことも分かった。これからの社会を創っていく

子供たちの貧困、教育、健康を改善し、経済成長を生み出すために、女性の家庭内での自

律性や交渉力を向上させる必要があることは明確である。また近年、子供の健康や教育水

準の改善における父親の役割が注目されている。特に日本のみならず多くの国々で、保

健・教育分野における男性の参画が重要視されている。これは発展途上国においても例外

ではない。しかし開発の分野において男女の共同参加の影響を検証している研究は我々が

知る限り少ない。本稿は、2018 年 7 月 29 日から 8 月 29 日にかけて関西学院大学経済学部
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栗田研究会 6 期生 18 人が行ったセネガル農村での世帯調査データを用いて、家庭内にお

ける女性の夫婦間交渉力や自律性と夫婦での共同行動の関係を明らかにし、女性の自律

性、交渉力の改善にはどのような政策が効果的であるかを分析、考察することを目的とし

ている。	
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第 1 章	 現状分析と問題意識 
第１節 セネガルの基礎情報と現状分析 

セネガルは、アフリカ大陸の西部に位置している国である。セネガルの国境付近にはガ

ンビア川が流れており、その流域には東西約 300km にわたり三方をセネガルに囲まれたガ

ンビア共和国がある。セネガルの総面積は197161平方㎞と日本の約半分で、人口は約1541

万人、首都はダカールである。公用語はフランス語だがウォルフ語などの各民族語があり、

宗教はイスラム教が全体の 95%を占め、次いでキリスト教、伝統的宗教などを信仰対象と

している。通貨の単位は CFA フランで、主要産業は農業と漁業である。季節は雨季（7～10

月）と乾季（10～6 月）に大きく分けられるが、気候変動により多少のずれが生じている。

近では雨季にも十分に雨が降らず、農業面において不作、水不足が問題となっている。

深刻な砂漠化にも直面しており、乾燥地及び半乾燥地に属する大地は、気象条件や土地の

利用法などの影響で土壌劣化が進み、地力は低下、砂漠化の一途をたどっている。	

セネガルは 1783 年よりフランスの植民地であったが 1960 年に独立した。フランス語圏

文化や他国からの技術協力を受けつつ、民主的な基礎を築いてきた。2012 年の大統領選挙

においてサル候補が大統領に当選した。彼は、政治の透明化や地方分権化政策を打ち出し，

社会格差是正および地方経済活性化を目指している。	

2016 年時点での国内総生産（GDP）は 147.7 億ドルで経済成長率は 6.6%である。2018 年、

セネガルにおける人間開発指数（HDI）は 189 カ国中 164 位と世界の中でも低い水準に留ま

っている。HDI とは、保健・教育・所得という人間開発の 3 つの側面に関して、ある国に

おける平均達成度を測るための指標である。HDI は 0 と 1 の間の数値で表され、1 に近いほ

ど個人の基本的選択肢が広く、人間開発が進んでいることになる。セネガルは 0.51 で、我

が国日本は 0.91 となっている。セネガルの人間開発指数は世界的にみても低い数値である

ため後発開発途上国に分類されており、現在、日本の政府開発援助（ODA）プロジェクト

として、食糧援助、水揚場整備計画、建設計画などが行われている。	

世界保健機関（WHO）の分析によると、2015 年のセネガルにおける 5 歳未満の乳児死亡

率は、世界 194 カ国中下から 54 番目で、乳幼児死亡率（1000 人出産あたりの人数）は、

34.9 である。2002 年の乳幼児死亡率 63.0 よりも新生児死亡率の減少は見られるものの、

未だに新生児死亡率は高く、健康水準も標準以下である。	

セネガルの教育制度は、6・4・3・4 制となっており、義務教育期間は 6～11 歳（小学

校）、12～15 歳（中学校）と旧宗主国のフランスと同じである。小学校 1 年生からフラン

ス語を学び、中学校になると英語も学習する。しかし、地方都市に行くほど親の手伝いな

どで学校に行けない子どもが多い傾向にある。世界銀行のデータによるとセネガルの初等

教育への就学率は 89%であるが、我々が調査した農村では村内に学校があったにも関わら

ず、50%近くの子供が学校に行っていなかった。イスラム教が多くを占めるセネガルでは、

上記のフォーマルな学校の他にインフォーマルなコロニックスクールが存在する。コロニ

ックスクールとは、コーランを学ぶ学校のことであり調査地域ではこの両方の学校に通う
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子どもと、片方だけに通う子どもがいた。コロニックスクールにしか通わない子どもは、

アラビア文字しか読むことができない。	

以上のようにセネガルでは健康面や教育面に課題が残っており、このような人的資本の

課題がセネガルの経済発展の阻害要因の一つとなり、この国を後発開発途上国に留めてい

ると考えられる。	

	

第２節 女性の自律性を向上させる意義 
ミレニアム開発目標（MDGｓ）の後継として採択された持続可能な開発目標（SDGｓ）で

は、6 番目の目標として「ジェンダーの平等を達成し、すべての女性と女児のエンパワー

メントを図る」という目標を掲げているが、これは女性の地位向上が基本的人権という観

点のみならず、持続可能な社会を作るためにも欠かせない利益を生み出すからである。国

連開発計画（UNDP）はアフリカ人間開発報告書 2016『アフリカにおけるジェンダー平等と

女性のエンパワーメントの促進』を発行し、アフリカのジェンダー平等の達成のために、

その現状や課題を分析している。この報告書によればジェンダー格差の下、女性の能力が

有効活用されないことによる経済的損失は、実に約 1050 億ドルにまで及ぶという。こうし

たジェンダーギャップ解消のためにこの報告書では法整備や制度改革といった政府による

マクロ面での対策だけでなく、家庭内の意思決定における女性の参加といったミクロ面で

の改革も必要であるとして、対策の指針に組み込んでいる。	

開発経済学の分野では家庭内の女性の自律性・交渉力が家計に及ぼす影響について検証

された研究が多数ある。それらの研究から女性の自律性・交渉力向上は子供の保健・教育

に影響を与えると示されている。そうした事実を明らかにしている研究は第二章にて詳し

く紹介する。女性の自律性にアプローチすることは、セネガルの抱える課題の改善にとっ

て非常に効果的であると言える。	

2007 年には国際連合児童基金（以下 UNICEF）が支援する民主主義と人権に関する教育の

プログラムにより知識を得た女性たちによって、何世紀にもわたりセネガルで行われてき

た慣習である女性器切除と早婚の廃止を宣言する式典が行われた。しかし、こうした改革

を行うには村長やイスラム教の主導者をはじめ、近隣の村の許可も取ることが必要になる。

このような場合、社会的に女性の地位が貶められているままでは改革を行うことはできな

い。こうした理由からも女性の自律性や交渉力を向上することは望ましいと言える。	

	

第３節 セネガルのジェンダー問題・女性につ
いて 

セネガルでは一夫多妻制が認められている。コーランによるイスラム法の下、男性 1 人

につき 4 人までの配偶者をもつことが許されている。我々が調査を行った地域でも一夫多

妻の家庭が多く見られた。Nigatu	 and	 Gebremariam(2014)より、エチオピアでは一夫多妻

である家庭の方が、そうでない家庭よりも妻の自律性が低いことが明らかにされている。

よってセネガルでも一夫多妻であることが女性の自律性を貶めている可能性がある。調査
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地では、妻が 1 人から 2 人いる家庭が多く、裕福な家庭ほど配偶者が多く、貧困な家庭ほ

ど少ないという傾向があった。男性が家事を手伝うことはなく、家事は妻同士日替わりで

仕事を分業している。慣習的に、台所に入ることができるのも女性だけであり、子供を育

てるのも女性の役割である。一夫多妻制により子供も多いことから、家庭で若い女性や小

さな子供までもが育児や家事を手伝う場面も多く見受けられた。男性は、農家やタクシー

ドライバーが多く、日中家には女性しかいないことが多い。また、我々が調査を行った村

の 1 つでは週に 1 度村の女性が集まる会合や、結婚前の女性を祝福し、送り出すために女

性だけのダンスパーティーを開催していた。これにより、村の女性同士の情報共有が行わ

れていることが明らかになった。上記で示したように、宗教的、慣習的に女性が虐げられ

ていることから、女性の地位を向上させることは重要視するべきであると言える。	

	

第４節 日本のセネガル支援について 
日本政府はこれまで JICA を通してセネガルの経済成長や社会サービスに関する支援を行

い、その発展に寄与してきた。セネガルはアフリカ内で外交において多大な影響力を持ち、

また治安状態もよく、大西洋に面しているといった地理的要因からも西アフリカ内の流通

及び経済活動などの地域拠点となっている。JICA は同国への支援が西アフリカ地域全体の

安定と発展につながると考え、セネガルにおける援助方針を「西アフリカ地域の安定と発

展を支える経済開発と社会開発の支援」と決定づけている。日本企業の西アフリカへの進

出及び投資環境を促進、改善する意義は大きいと考えられており、援助を通したセネガル、

西アフリカの経済的発展と安定が日本にもたらすメリットも大きい。経済産業省の通商白

書(2016)をはじめ、10 億人の人口を抱え、豊富な天然資源を有するアフリカ市場の将来性

を指摘する声は強い。	

	 JICA はジェンダー平等を目指した支援も行っている。それらの支援は大きく三つに分け

られる。①ジェンダー平等政策や制度への支援。②女子教育や母子保健、女性の職業訓練

などといった女性に直接アプローチする支援。③ジェンダー平等の推進や女性のエンパワ

ーメントを直接の目的としていないものの、女性が意思決定や活動のプロセスに参画でき

るような工夫を組み込むなど、女性を取り巻く環境の改善を目指す支援である。三つ目の

支援の例としては、安全な水とコミュニティ活動支援計画が挙げられる。この計画ではセ

ネガルの村落で安全な水が得られるように、地方給水の施設の整備を行う一方、コミュニ

ティの人々が施設を自立的・持続的に維持管理するための支援が行われた。給水施設の主

な利用者は女性であることから、組織の役員の女性の割合を高めた。その結果、運営維持

管理のための積立金の着服などがなくなり、より透明性のある健全な運営がなされるよう

になった他、関心、責任の高まりが料金徴収を改善させるといった効果も生み出している。	

	

第５節 問題意識 
図	1：問題意識までの流れ	
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（筆者作成）	

	

現状分析より、後発開発途上国として未だにセネガルにおける人々の生活は貧しく、教

育面や健康面等に多くの問題を抱えており、この問題の背景には女性の自律性・交渉力が

依然として低いという問題がある（図 1 参照）。教育や健康の不全といった人的資本に関

する問題はセネガルがこれから経済発展を遂げる上で大きな障壁となるので、早急にその

対策を講じなければならない。JICA はセネガルをアフリカ外交における影響力と地理的要

因から西アフリカの要として評価しており、セネガルへの支援は西アフリカ地域全体の安

定と発展に貢献し、日本企業が西アフリカへ進出するために非常に有意義なものであると

している。セネガルの経済に関する提言を行うことは日本にとっても無意味なことではな

く、むしろ本題は日本の経済的にも大きな意味を持つと考える。我々はセネガルの問題に

関して女性の家庭内での自律性や交渉力といった観点からアプローチする。前述のとおり、

依然セネガルは宗教や伝統的慣習に女性が縛られている現状があり、また教育面において

も男女間に大きな格差が存在している。女性の交渉力が教育や健康のみならず、各方面で

大きな意味を持つことはすでに開発経済学において明らかにされていることであり、我々

はセネガルにおける女性の自律性や家庭内交渉力について調査することで、本問題の主体

となる夫・妻に直接アプローチし、彼らが自分たちでこの問題を改善できるような現実的

かつ効果的な政策を考えることを目的とする。	

	

第２章	 先行研究及び本稿の位置

付け 
第１節 先行研究 
	

第 1項 女性の夫婦間交渉力・自律性が与える影響についての先行研究 
Lepine	and	Strobi(2013)ではセネガルの農村地域における女性の夫婦間交渉力が子供の

栄養状態に与える影響について OLS 推計を用いて調査している。子供の栄養状態の指標と
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して MUAC(Mid-Upper	Arm	Circumference)（上腕周囲径）を子供の年齢や性別で調整したも

のを用いている。女性の交渉力の指標としては、Burt	 matrix 法を用いた多次元コレスポ

ンデンス分析（MCA）を利用して母子の健康、子供の教育、一日当たりの消費、大きなも

のの消費、食事、妻の親族への訪問、夫の許可なしでの外出に関してだれが意思決定を行

っているのかを調査し、分析している。調査の結果、母親が意思決定に関与することは子

供の MUA-Z スコアを 0.41 上昇させることが分かった。また、子供の姉妹の数は有意であっ

たが、男兄弟の数や生まれた順番に有意性は見られなかった。また、本先行研究によりセ

ネガルの女性の相対的な意思決定力は世界 低水準であることや、子供の栄養失調による

死亡の問題の深刻性も示されている。	

Luciana	 and	 Agadjanian(2015)では女性の自律性と子供の初等教育への就学状況の関係、

またその性別による違いについて述べている。モザンビーク南部のガザ地区の 4 農村で行

われた2009年の調査データを用い、6歳から14歳の子供を対象として行われた。この研究

により女性の自律性は娘の小学校への就学と相関が強く、息子の場合は当てはまらないこ

とが明らかになった。	

Maitra(2004)では、女性の家計内地位とヘルスケアの利用、子供の死亡率について研究

したものである。インドの農村地域の女性に対する調査結果をもとに、家計の女性の交渉

力とヘルスケア利用の関係、ヘルスケア利用の関係と子供の死亡率について分析している。

ここでのヘルスケアとは、出産前のヘルスケアと病院で出産するかどうかで定義されてい

る。女性の交渉力を測るために、社会学的、人口統計学的な指標を用いている。夫婦間交

渉力の指標としては、友人を訪ねるのに許可が必要か、市場に行くのに許可が必要か、許

可なく出かけたときに夫から暴力を振るわれるか、家計のお金をコントロールできるか、

料理やヘルスケアを受けること、宝石を買うこと、家族のところに滞在することにおいて

決定権があるかどうか、夫に対し忠実でない場合や妻の家族がお金を提供しない場合、家

事や育児を怠った場合、料理をしなかった場合に夫が妻に暴力をふるうかどうか、という

質問を用いている。出産前のヘルスケア、子供を病院で出産するかどうかにおいてはプロ

ビット分析を用いている。分析の結果、女性の教育レベルはヘルスケアの利用に影響があ

ること、女性の家計のお金のコントロールはヘルスケアに重大な影響があること、出産前

のヘルスケアや病院での出産は子供の死亡の危険性を低下させること、女性の交渉力は出

産前のヘルスケアに影響を与えることが分かった。	

	

第 2項 女性の自律性の向上を検証した先行研究 
ある政策や介入が女性の自律性に与える影響について検証した先行研究を 3 本挙げる。	

Brauw	 and	 Gilligan(2014)では近年ラテンアメリカ諸国を中心に実施され、世界中から

も関心を集める条件付現金給付（CCT:	Conditional	Cash	Transfers）プログラムの一種で

あり、ブラジルで行われている Bolsa	 Família が女性の決定能力に与える影響について検

証している。この Bolsa	 Família の受給者は女性が 9 割を占める。このプログラムの受給

には、条件として Cadastro	Único と呼ばれる機関への登録が必要だが、本先行研究ではそ

の 2005 年と 2009 年の二時点のデータを使用している。2005 年からすでに受給しているグ

ループと 2005 年には給付金を受給していなかったが、2009 年には受給しているグループ
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の二つに分け、このプログラムの純粋な効果を分析している。その結果、Bolsa	 Família

は都市部において、避妊具や耐久財の購入、健康への出費に関する女性の決定能力を向上

させ、また子どもの出席率も改善することがわかった。ただし、農村部においてはその効

果が見られなかった。	

Sara(2011)はパキスタンにおけるマイクロファイナンスが女性の自律性に及ぼす影響を

検証している。マイクロファイナンスとは貧しい人々に小口の融資などのサービスを提供

し、彼らが零細事業の運営に役立て、自立し、貧困から脱出することを目指す金融サービ

スである。子供の教育や健康、基本的な財の購入に関する決定権を用いて、女性の自律性

の変数を作成し、それを被説明変数に置いて回帰分析を行っている。その結果、妻の年齢、

夫の教育、父親からの継承資産、息子の数に加え、マイクロファイナンスを受け取ったか

どうかが女性の自律性に影響を与えていることが分かった。Fofana ほか(2015)でもコート

ジボワールの農村部において、マイクロファイナンスが女性の意思決定能力を高めている

ことを検証している。	

Mishra	 and	 Sam(2016)は女性の自律性と土地所有の間の関係について、ネパールの

2001,2010 年度の人口統計調査を用いて分析している。ここでは自分自身の健康に関する

出費や日常必需品の購入、家族、親戚の家に行くことに関する決定権を女性の自律性を測

る変数に用いている。結果的に女性の土地所有がこうした女性の自律性に有意な影響を与

えることがわかった。この結果より土地権利の平等を高める政策が、女性の自律性向上と

それに関連する有益な福祉効果を高める可能性があることを示している。これらの先行研

究はすべて女性を対象とした政策について分析したものであり、夫婦を対象とはしていな

い。	

	

第 3項 夫婦間に介入している先行研究 
夫婦を対象に介入実験を行い、その結果を分析した開発分野の先行研究は多くない。本

稿では Tilahun ほか(2015)を紹介する。この研究ではエチオピアのジーマ地区の既婚カッ

プル 786 人を対象に、それらを処置群と対照群に分けている。処置群に対してはチラシ、

小冊子、夫婦間での対話を通して家族計画に関する教育を行い、介入後時点での処置群と

対照群を差の差分法（Difference	 In	 Difference）を用いて比較することで、この介入が

もたらす効果を測定している。その結果、避妊薬の使用に関して上昇が見られただけでな

く、介入群の男性は対象群の男性に比べて家族計画に積極的に関与する意欲が高くなった。

このような夫婦を対象とした介入実験を行い、女性の自律性の向上を狙った先行研究筆者

の探す限りない。	

	

第 4項 夫婦の共同行動に関する先行研究 
伊藤・相良（2012）では、夫婦関係の一側面である愛情関係を測定する尺度を作成し、

その信頼性と妥当性を明らかにした。中高年の夫婦 1020 組に調査票を配布した。調査票を

用いて、夫婦の愛情尺度、夫婦関係満足度、離婚願望、会話時間、配偶者への自己開示、

夫婦の共同行動について調べている。この先行研究では趣味、活動や外食、買い物を二人

で一緒に行うことを共同行動ととらえている。分析結果より、夫婦のコミュニケーション
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のうち、物理的な会話時間より、心理的側面としての自己開示の方が夫婦間の愛情や親密

性と相関が強いこと、また、具体的な行動である夫婦の共同行動も高い相関があることが

分かった。	

	

第２節 本稿の位置付け・新規性 
第１項では、女性の自律性向上がもたらす影響に関する先行研究を紹介することで、女

性の自律性向上がセネガルの抱える教育や健康と言った問題の改善につながることを確認

した。同様の結果を報告した先行研究は多数あり、そうした研究の中にはセネガルやその

近隣国を対象としたものもある。第２項では女性の自律性を向上させる政策に関する実証

研究を確認した。しかし、それらはすべて女性を主に対象としたものであり、夫も含めた

夫婦を対象とした政策に関する研究を行っているものは確認できなかった。また、そのよ

うな政策のほとんどが金銭の授与といった物質的な介入や法、制度に関するものなので、

即座に広域な家庭を対象に行うことは難しいと考える。第３項では夫婦を対象とした介入

実験のインパクトを検証した先行研究を紹介した。しかし、夫婦を対象とした介入を行い、

女性の自律性の向上を狙った先行研究は我々の探す限り存在しない。第４項では夫婦に関

する研究として、夫婦の共同行動が夫婦間の愛情と親密性に影響を与えていることを明ら

かにした先行研究を紹介したが、そのような夫婦の共同行動が他の何かに影響を与えてい

るという先行研究も我々が探した限り存在しなかった。家庭内の女性の自律性に対しては、

夫婦間の問題であることから、妻だけにアプローチするのではなく、夫も含めた夫婦を対

象とした介入も望ましいのではないかと考える。よって本稿では夫婦間で共同行動をもた

らす介入実験を行い、その介入が家庭内の女性の自律性に与える影響について分析を行う

（図 2 参照）。本稿の新規性は、夫婦を対象とし、かつ金銭的取引や法整備を必要としな

い介入実験を行い、女性の自律性向上を目的としている点、夫婦間の共同行動と女性の自

律性の関係を明らかにしようとしている点の二点である。	

	

	

図	2：本稿の位置付けまでの流れ	
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（筆者作成）	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

第３章	 理論と分析 
第１節 検証仮説 

現状分析及び先行研究により、女性の自律性の向上は女性に対してだけではなく、その
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子供や家計全体に正の影響を及ぼすことが明らかにされている。同時に、女性の自律性の

向上はジェンダーに関する問題としてその改善が世界的に迫られている。そのため、世界

中で女性の自律性の向上に対する様々なアプローチが取られている。本稿では、この様な

女性の自律性の向上に対して、夫婦間の共同行動による影響を明らかにすべく実証分析を

行っており、それに基づき立てられた検証仮説は以下の通りである。	

	

検証仮説	 「夫婦間の共同行動が女性の自律性向上に影響を及ぼす」	

	

	 夫婦の共同行動が家庭内の女性の自律性に影響を与えていることが分かれば、妻へのア

プローチに偏りがちである女性の自律性改善のための政策介入に、新たな介入方法を提言

できる。	

	

第２節 調査概要 
本稿では、我々関西学院大学栗田研究室 3 回生が 2018 年 7 月 29 日から 8 月 29 日の期間

で、セネガルのティエス市内から 15km 圏内に位置する農村で行った家計調査のデータを用

いている。図 3 はセネガルにおけるティエス市の位置を示したものである。本研究では対

象とする農村すべてで、介入実験前調査、世帯基礎情報調査、介入実験後調査を行い、そ

の介入前後の違いを計測した。介入実験前、介入実験後調査では介入によって変化が生ま

れるであろうと予想した事柄を、世帯基礎調査では介入によって変わることのない家計の

属性的な質問の調査を行った。本調査の対象となった調査地の選定は、3 日間にわたり行

われた。選定基準は(1)世帯数がセネガル農村の一般的な世帯数である 30 世帯以上 70 世帯

以下であること、(2)ダンスパーティーの実験介入を行えること、(3)国道に面していない

こと、の 3 点である。国道を避ける理由としては、多くの農村が内陸に位置しており、そ

のような平均的な農村を調査地として抽出するためである。候補としてティエス市内周辺

の 24 か村を訪れ、その中から も選定基準に適した 4 か村を選定し、調査対象農村とし

た。調査地の一覧を図 3 に示している。選定した 4 か村は、国道からの位置関係や世帯数

を考慮して、対象群（コントロールグループ）は 2 か村(○印)、処置群（トリートメント

グループ）は 2 か村(△印)を割り振り、調査を行なった。	

図 1,2 は我々が調査を行った地域の航空写真である。○印はコントロールグループの 2

か村、△印はトリートメントグループの 2 か村を表している。また、白色のピンは選定さ

れなかったが候補として訪れた村を表している。調査のサンプル数は、トリートメントグ

ループ 1のダロウトゥーレで 31世帯 160 人、トリートメントグループ 2のンディレンで 35

世帯 257 人、コントロールグループ１のクールモンジャイで 23 世帯 98 人、コントロール

グループ 2 のクールアサンジャイで 13 世帯 71 人である。	

	

図	3：調査地（ティエス）	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 図	4：調査地一覧	 	 	 	 	
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	 	 	 	 	 	 	 	 	 （筆者作成）	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 （筆者作成）	 	

	

第３節 実験内容 
夫婦の共同行動を促すための実験介入として、トリートメントグループ（計 2 村）での

ダンスパーティー開催の実験介入を行った。この実験介入の中で行ってもらう夫婦でのダ

ンス練習を夫婦間の共同行動とした。まず、初めて家計を訪問した際に、2 週間後にダン

スパーティーを農村で開催すること、そしてその参加に向けて夫婦で練習を行ってほしい

ことを伝えた。実験介入期間は 2 週間とした。また、訪問と同時に連絡帳を配布した。実

験に参加してくれる妻に対し、ダンス練習を行った日に、練習の記録を連絡帳に記載する

ように依頼し、練習を行ったかどうかを事後チェックできるように工夫した。配布した連

絡帳は、ダンスパーティーの開催日とその日までの日付が振られており、開催日までの残

り日数が一目でわかるようになっている。図 5 はその連絡帳の中の一部である。	

	

	

	

	

	

	

図	5：連絡帳（一部抜粋）	



	
	

18	

	

	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 （筆者作成）	

	

この連絡帳をペンと共に配布して、記録を促した。文字を書くことができない人のため

に、口頭でも説明を行い、図 5 の連絡帳の内容を見てもわかるように、スマイルマークを

採用することによって視覚的にわかりやすくし、文字を書けずとも丸をつける、もしくは、

チェックマークを付けるだけでも記入ができるように工夫している。ダンスパーティー本

番では音楽を流し、その音楽にのって踊ってもらうようにしたが、事前に音楽に合わせた

ダンスを夫婦で練習してもらうために、セネガルで国民的に有名な３曲を選定し、それら

を介入実験前調査の際に聞かせて、各自ダンスパーティーの際に踊る曲を選んでもらった。

以下図 6 が、説明からダンスパーティーの開催までを簡略化した図である。	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 図	6：実験介入のスケジュール	
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	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 （筆者作成）	

	

第 4 節 理論モデル 
本稿では、夫婦間の共同行動の実験介入が女性の自律性に与える影響を分析するため、

差の差分法(Difference-in-Difference）（以下 DID）を用いて推計を行う。	

	

𝑦"# = 𝛽& + 𝛽(𝑇" + 𝛽*𝑃# + 𝛽,(T×P)"# + 𝛽2𝑋" + 𝜀"	
	

	 βはそれぞれ係数を、下付き文字iは個人識別コード、tは時点を表している。Tは 0(実

験介入前)と 1(実験介入後)の 2 つの値をとるダミー変数、P は、0(介入なしグループ)と

1(介入ありグループ)の 2 つの値をとるグループダミー変数である。(T×P)は時点ダミーと

グループダミーの交差項であり、この交差項の係数が、介入なしグループと、介入ありグ

ループの間の結果の平均の差を示す。	

	

第 5 節 分析 
第１項 分析の枠組み 

本稿では前節の仮説の検証を行うにあたり、DID、 小二乗法を用いて、夫婦間の共同

行動の介入実験における女性の自律性に対する効果を分析する。なお不均一分散への対処

法として、ロバスト推定を用いた。	

	

第２項 データ 
使用するデータには調査概要で述べたように、我々がセネガル農村の村人に対して行っ

た家計調査を使用する。表 1 で示しているように、調査のサンプル数は、コントロールグ

ループ 2 村で 36 世帯、169 人、トリートメントグループ 2 村で 66 世帯、417 人である。	

	

	

	

表	1：サンプル数	

連絡帳の記入	
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（筆者作成）	

	

本分析で用いる変数の基本統計量は以下の表 2 の通りである。	

	

表	2：基本統計量	

	
（筆者作成）	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

以下の表 3 に使用した変数の説明を記載する。	

	

表	3：変数の説明	

23 413

&

.514

26

-461 26

9

30

26

8 26

7 26
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（筆者作成）	

	

	

第 3項 変数の作成 
今回の分析に伴い、主成分分析を 3 つの合成変数を用いて作成した。主成分分析により、

多次元データを持つものの情報をできるだけ損なわずに情報を縮約することができる。1

つは妻のメディアに関する合成変数。残りの 2 つは女性の自律性に関する合成変数である。	

0

0

0

0

n n n

n

n

0

1

0

0

0 0

0

1 1
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まず、メディアに関する合成変数の作り方として、表 4 に示した情報に触れる頻度に関

する質問 8 問を用いて合成変数を作成した。質問項目は以下の通りである。	

	

表	4：メディア利用頻度に関する 8 つの質問項目	

	
質問の回答は、「毎日=1、週に一回=2、月に一回=3、一ヶ月以下=4、なし=5」	

（筆者作成）	

	

また、回答は妻本人から直接得ている。この 8 つの質問の合成変数を作成して、その第

一主成分をメディアとした。主成分分析の結果は表 5 の通りである。	

	

表	5：メディア利用頻度に関する質問項目の第一主成分	

	
（筆者作成）	

	

上記の結果を踏まえて、第一主成分を情報に触れる機会（メディア）として定義した。	

次に、女性の自律性に関する変数の作成に従って、女性の自律性に関する 8 つの質問を

作成した。８つの質問は表 6 の通りである。女性の自律性に関する質問項目については、

Maitra(2004)を参考に作成した。なお、以下の質問に関しては、質問したその場に夫がい

31

2

4 5

8

67 8

8

275

6 .

% 809413 %

%

%
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る場合、回答結果に影響する可能性があるので、妻と調査員のみの状況を作りその状況下

で調査を行なった。	

表	6：女性の自律性に関する 8 つの質問項目	

	
（筆者作成）	

	

質問に対する回答は全て、はい（YES）=1、いいえ（NO）=2 の二段階評価で統一してい

る。	

表 6 の質問を元に主成分分析を行い、合成変数を作成した。主成分分析の結果は表 7,8

の通りである。質問結果の第一主成分と、第二主成分を抽出した。	

	

表	7：女性の自律性に関する 8 つの質問項目の第一主成分	

	
（筆者作成）	

表	8：女性の自律性に関する 8 つの質問項目の第二主成分	

8 5 7 7 6 5

8 5 7 6 5

5 1 7

8 8 7 4 34

7 8 34

7 4 6 5

7 8 6 5

8 21 6

4 - 23 0 1 %

4 - 23 0 1

46 .

% 42 49 89-

5 89- %

49 .3 0 1

- 3 0 1

76- . %
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（筆者作成）	

	

第一主成分については、夫からの許可の項目が多くの比重を占めている。よって、本稿

では「女性の自律性」と捉える。第二主成分については、妻の夫に対する交渉力を表して

いるため、「女性の交渉力」と本稿では捉えることとする。	

	

和田(2009)では、女性の自律性を、「自らに関係する事柄を自らの意思を反映させるこ

とができる程度。」として定義している。本稿でも、第一主成分を同じ定義で捉える。そ

して、本稿では、第二主成分の女性の交渉力を、「自らに関係する事柄を自らの意思を反

映させることができる程度を広げるための手段」として捉えることとする。つまり、家庭

内での交渉力が高いほど、その結果として高い自律性が示されるということである。	

	

第一主成分と第二主成分を分析で用いるうえで、回答結果「はい=1」は女性の自律性が

あると捉えるため、この主成分の値が小さくなるほど、女性の自律性は高いと捉えること

ができる。質問 3 の「家事や育児で失敗した時に、夫は暴力を振るうか。」と言う質問に

関しては、「はい=1」と回答した方が女性の自律性が低くなるので、回答結果の 1 と 2 を

入れ替えてから合成変数を作成している。	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

4 - 23 0 1

4 - 23 0 1

46 .

% 42 49 89-

5 89- %

49 .3 0 1

- 3 0 1 %

76- .
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第 4項 計量モデル 

DID と 小二乗法を用いた計量モデルは以下の通りである。[1]は DID の基本の計量モデ

ルである。[2]は[1]の DID の基本的な計量モデルに外的要因となる変数を追加した。	

[1]-1：DID の基本モデル（女性の自律性）	

Y1＝α0+β1i(時点ダミー)+β2i(介入ダミー)+β3i(時点ダミー×介入ダミー)+Ui	

	

[1]-2：DID の基本モデル（女性の交渉力）	

Y2＝α0+β1i(時点ダミー)+β2i(介入ダミー)+β3i(時点ダミー×介入ダミー)+Ui	

	

[2]-1：外的要因を含めたモデル（女性の自律性）	

Y1＝α0+β1i(時点ダミー)+β2i(介入ダミー)+β3i(時点ダミー×介入ダミー)	

+β4i(年齢)+β5i(教育年数)+β6i(メディア)+β7i(貯蓄金額)	

+β8i(携帯電話の所有有無ダミー)+β9i(仕事の有無ダミー)+β10i(第一妻ダミー)+Ui	

	

[2]-2：外的要因を含めたモデル（女性の交渉力）	

Y2＝α0+β1i(時点ダミー)+β2i(介入ダミー)+β3i(時点ダミー×介入ダミー)	

+β4i(年齢)+β5i(教育年数)+β6i(メディア)+β7i(貯蓄金額)	

+β8i(携帯電話の所有有無ダミー)+β9i(仕事の有無ダミー)+β10i(第一妻ダミー)+Ui	

	

数式における、それぞれの変数は、以下を表す。	

	

Y1：女性の自律性	

Y2：女性の交渉力	

a：定数項	

Ui：誤差項	

	

	

第 6 節 分析結果 
第１項 推計式の結果 

まず初めに、女性の自律性の分析結果をまとめたのが表 9 である。基本モデルの結果と、

外的要因を含めた推計結果をまとめている。外的要因を含めた推計結果では、妻の個人の

属性である年齢、教育年数、携帯電話の所有の有無などの変数に加え、家計内での位置付

けである第一妻ダミー、介入の効果を計る交差項に注目して分析結果を踏まえていく。	

表	9：女性の自律性を被説明変数とした時の推計結果	
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***は有意水準 1%、**は有意水準 5%、	*は有意水準 10%を示す。	

（筆者作成）	

	

[1]-1：DID の基本モデル（女性の自律性）	

表 9 の結果から、交差項は有意にはならなかったが係数はマイナスであるので女性の自

律性に対して正の影響があることがわかった。	

[2]-1：外的要因を含めたモデル（女性の自律性）	

表 9 の結果から、交差項は有意にならなかったものの、係数はマイナスであった。有意

水準 5％以下で、第一妻ダミーが有意になっており、第一妻の方が第二妻や第三妻に比べ

て女性の自律性が高いことが示された。また、有意水準 10％以下で、携帯電話の所有ダミ
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ーが有意になっており、携帯電話を所有している妻の方が、女性の自律性が高いことが示

された。	

表	10：女性の交渉力を被説明変数とした時の推計結果	

	
***は有意水準 1%、**は有意水準 5%、	*は有意水準 10%を示す。	

（筆者作成）	

	

[1]-2：DID の基本モデル（女性の交渉力）	

表 10 の結果から、交差項は有意水準 5%で有意となり、介入は女性の交渉力に対して正

の影響があることがわかった。	

	

[2]-2：外的要因を含めたモデル（女性の夫に対する交渉力）	
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表 10 の結果から、有意水準 1％以下で仕事の有無ダミーが有意になっており、仕事をし

ている女性の方が仕事を持っていない女性に比べて交渉力が高いことが示された。また、

第一妻ダミーも有意になっている。このことから、第一妻の方が他の妻に比べて交渉力が

高いことが明らかになった。有意水準 5%以下では交差項が有意になっているので、夫婦間

の共同行動に対する介入の効果は、交渉力を高める影響があると言える。加えて、有意水

準 10%以下では貯蓄金額が有意になっているが、係数は極めて小さく影響力も小さいと言

える。	

	

第２項 検証結果 
	

検証仮説	 「夫婦間の共同行動が女性の自律性向上に影響を及ぼす」	

	

上記の検証仮説に対して、以下のような分析結果が得られた。	

「女性の自律性」を被説明変数として用いた時の分析結果は、係数はマイナスにはなっ

たものの、共同行動の実験介入の変数である交差項は有意ではなかった。一方で、携帯電

話の所有や、第一妻であるかどうかということが、女性の自律性において有意な結果をも

たらすことがわかった。	

「女性の交渉力」を被説明変数として用いた時の分析結果から、共同行動の実験介入の

変数である交差項は有意な結果となった。また、仕事をしているかどうかや、第一妻であ

るかどうかということが、女性の交渉力において有意な結果をもたらすことがわかった。	

上記の２つの結果から、2 週間の介入では交渉力の先にある女性の意思を反映させるこ

とができる程度としての「女性の自律性」を改善することは難しいが、女性の意思を反映

させることができる程度を広げるための手段となる「女性の交渉力」に良い影響をもたら

すことが可能であるということがわかった（図 7 参照）。2 週間の共同行動を促す実験介

入だけでも、交渉力を改善することが明らかになったので、より長期的な共同行動を促す

実験介入を行うことが女性の意思を反映させることができる程度としての「女性の自律性」

の改善につながると考察できる。	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

図	7：分析結果までの流れ	
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（筆者作成）	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

第４章	 政策提言 
第１節 女性の交渉力の向上が改善し得る問題 

アフリカの教育・健康に関する問題は依然として深刻な状況にあり、早急な課題解決が
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求められている。しかしそれらの諸問題は人々の少しの理解で改善されうる。例えば、乳

幼児死亡率に着目すると、これは難病や不治の病によるものだけでなく、下痢や風邪など、

投薬や通院、適切な処置によって治療されうる症状が原因であることが多い。親の知識不

足、誤った慣習、未発達な医療施設や医師の不足、経済的な医療アクセスの制限がその原

因であると考えられている。このような現状を改善するため、保健医療の需要と供給、両

面の強化が求められている。セネガルの子供の教育・保健水準は低い状況にある。第 1 章

で触れたように、特に農村部では都市部に比べ、教育や健康問題における格差や貧困の度

合いが強くみられ、農村部でのこれら諸問題の改善はより大きな意味を持つことになるだ

ろう。我々は農村調査を通して、実際の農村部の教育や保健の有様を目の当たりにした。

村内に学校があるにもかかわらず約半数の子供が就学しておらず、また大人も子供も自分

の健康状態を知る機会が極端に少ない状況にあった。今まで数多くの研究により明らかと

なっている女性の自律性とこれらの問題の関係から、女性の夫婦間交渉力を向上すること

で、結果的に子供の教育や健康水準の改善が期待できる。人的資本の改善はセネガルの労

働市場に良質な労働力を創出し、そのことがセネガルの経済、ひいては日本企業のアフリ

カ進出に良い影響を及ぼすことは想像に難くない。	

また、今まで子供の人的資本において主に母親へのアプローチが注目されてきた。先行

研究でも女性に対する政策介入を行い、女性の影響力を図ったものは多く存在する。しか

し、家庭内での子供の人的資本の投資には父親の存在も欠かせない要素の一つである。

近ではこれらの部門における父親参画の必要性が注目されるようになった。特に子供に対

する投資は片方の親が決定できるものではないだろう。そこで本稿では夫婦双方に対し介

入実験を行い、夫婦間の共同行動が女性の自律性に与える影響について分析した。本研究

の分析から得られた「夫婦間の共同行動が女性の夫婦間交渉力を向上する」という結果に

基づき、夫婦間の共同行動の機会を創出し、女性の交渉力を向上させるための政策を提言

する。	

	

第 2 節 セネガルにおける JICA の活動事例 
上記の諸問題にアプローチしている JICA のセネガルにおける活動事例を 3 つ紹介する。

JICAは2018年10月末からアフリカで、初の需要面の支援としてドレールCMU（Couverture	

Maladie	Universelle）というプロジェクトを開始した。ドレール CMU とは「セネガル国コ

ミュニティ健康保険制度及び無料医療制度能力強化プロジェクト」の略称である。ドレー

ル CMU では、すべての人々が経済的な困難に陥ることなく良質な保険医療サービスにアク

セスできる医療保障制度の確立を目指している。2013 年に大統領が主導となって国民の医

療保障の拡大を目標に掲げる「CMU 戦略」が策定され、医療保障庁（CMU 庁）が設立された。

本プロジェクトは国を挙げて注力している医療保障を支援する活動であり、セネガル政府

のニーズに即したものとなっている。プロジェクトの対象地域はティエス州、ジュルベル

州、タンバクンダ州の 3 州であり、我々が調査を行ったティエス州も含まれている。	

2009 年からセネガルで行われている「母子保健サービス改善プロジェクト」では「人間

的なお産」という、セネガル独自の妊産婦・新生児ケアモデルを作成し、地域の保健セン
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ターと連携して医療設備の整備や医療人材の育成が行われてきた。この活動は現在、全 14

州約 100 施設で実施されており、医療設備や医療人材の充実は今後の女性の妊娠、出産を

安全なものとすることが期待できる。また人々にお産の知識を広める活動として地域の母

親たちが「バジェノゴ」として活動している。バジェノゴは妊娠中の定期検診の重要性や

医療施設での出産の推奨などを、講習会を通じて行っており、さらに医療施設での診察の

付き添いなどもしてくれる。	

後に母子手帳配布の取り組みについて紹介する。安全なお産を目指したプロジェクト

がある一方で、これまで妊産婦や子供の健康を継続して管理する仕組みができていなかっ

た。その解決の手立てとして、日本の母子手帳が導入された。母子手帳の普及が目的とす

るところは、継続的な母子のケア受診率の向上、予防接種率の向上、保健知識の向上であ

る。日本をモデルとした母子手帳は世界約 40 か国で導入されており、セネガルでも JICA

の支援を受けて普及のための活動が行われている。図 8 は JICA が実際に支援国で配布して

いる母子手帳の写真である。	

	

図 8：JICA が支援先の国に配布している母子手帳	

	
(出典：twitter	「JICA 地球ひろば」の投稿より)	

第 3 節 政策「ドレール CMU マタニティ」 
我々は「ドレール CMU マタニティ」を政策として提言する。「ドレール CMU マタニティ」

とは文字通り、上述した現在進行中の「ドレール CMU」プロジェクトに二つ目の活動事例

で紹介した「母子保健サービス改善プロジェクト」を参考にしたマタニティ部門を加える

ことを意味している。マタニティ部門に注目した理由としては、乳幼児期の健康状態がそ

の後の健康や学習レベルに影響を及ぼすことから、出産前や乳幼児期の母子保健サービス
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の充実は根源的な問題解決となり得るためである。我々の研究結果から、夫婦の共同行動

が女性の夫婦間交渉力に影響を持たせることが明らかとなったため、本プロジェクトでは

共同行動をとる政策を提言する。	

	

図	9：ドレール CMU マタニティのイメージ	

	
（筆者作成）	

	

図 9 から分かる通り、プロジェクトの内容として、マタニティ講習会を開催し、夫婦で

揃って参加してもらう。このマタニティ講習会は村のバジェノゴに協力してもらうことで、

村の習慣を反映した講習会の開催が見込めると考えられる。講習会の開催場所としては、

村内の公民館や学校、医療施設などを考えている。さらに講習会に参加するにあたり父母

子手帳を配布する。	

父母子手帳とは、これまでセネガルで導入されてきた日本式の母子手帳と日本の父子手

帳を組み合わせたものである。従来の母子手帳に夫がチェックをつけたり、夫の健康診断

の記録を記す欄を設けることで、夫も子供の健康や成長を身近に感じ、積極的な育児への

参加を促すためのものである。	

マタニティ講習会では妊娠、出産、育児に関する正しい知識、情報の提供だけでなく、

共同行動として妊婦のストレッチや体操を夫婦で行うプログラムを実施し、学習という共

同行動だけでなく、身体的行動を伴った共同行動もプログラムに組み込む。我々が行った

介入実験もダンスという身体的行動をともなった共同行動であったことからこのプログラ

ムを提言する。また、上述した JICA による母子保健サービス改善プロジェクトでは母子の

カンガルーケアなども行われており、同様のプログラムをドレール CMU マタニティで取り
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組むことで、母子だけでなく、父子のふれあい機会の創出も可能となる。	

また、夫の講習会参加のインセンティブ付けとして、参加した両親と子供の無料定期健

康診断を実施し、親も子供も自分の健康状態を継続的に把握できるようにする。これは先

行研究に挙げた条件付き給付サービスをモデルとしている。農村に住む多くの男性が農業

に従事しているため、健康は家計を支えるのに欠かせない資本である。また、一夫多妻制

をとっていることから、高齢の父親も多く、健康状態を把握したいという男性の需要もあ

るのではないかと考える。我々が調査を行う中で村民の ID カードを見せてもらう機会があ

ったが、そこには身長が記されていたものの、村身体測定や健康診断らしきものは 20 歳を

迎え ID カードを発行するときのみに行われ、それ以外に村民が自分の身体の健康について

知る機会はないということが明らかになった。マタニティ講習会に参加することによって、

無料の健康診断を受ける機会が得られることは男性への十分なインセンティブ付けになる

と考える。このような条件付き給付の開発援助はこれまでにも多くの国や地域で行われて

おり、効果的であることが分かっている。また、この定期健康診断を実施することによっ

て、父親をマタニティ講習会に参加させるだけでなく、父母子の健康状態を継続的に把握、

管理することができ、また母子手帳普及の目的でもある子供の健康状態も継続的に管理で

きることから、乳幼児死亡率の減少への貢献も見込んでいる。我々の家計調査を通して、

女性は病院で出産することが多いことが明らかとなったため、定期健康診断を設備の整っ

た医療機関で行うことによる医療機関への物理的アクセスの問題は大きくはないと考える。	

図 10 に「トレール CMU マタニティ」の活動内容をまとめた。	

	

図	10：政策「ドレール CMU マタニティ」の活動内容	

	
（筆者作成）	
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第 4 節 政策提言の総括 
「ドレール CMU マタニティ」の実施によって、第 1 段階として女性の交渉力の向上、男

性の妊娠・出産・育児への理解と積極的な参加の促進、継続的な健康管理システムの構築

が見込まれる。また第 2 段階としては親の子供に対する人的資本への投資の増加、子供の

教育・保健における社会環境の改善が見込まれる。さらに第 3 段階として、良質な労働力

の創出、増加やジェンダー平等実現社会の構築、セネガル経済の発展を目指している。

（図 11 参照）。夫婦そろってのマタニティ講習の参加により妊娠・出産・育児に関する学

習、ストレッチや体操などの共同行動が促され、女性の夫婦間交渉力が向上する。また、

親は保健や教育に関する正しい知識を獲得することができる。父母子手帳の配布は両親が

そろって子供の成長や健康状態を把握することに役立つ。無料定期健康診断により、子供

だけでなく家族の継続的な健康管理が可能となる。地域の母親などを講師とした夫婦参加

型のマタニティ講習会の実施は、村全体の妊娠に対する意識を向上させるとともに、外部

雇用や専門家の長期滞在が不要であるため、多額のコストをかけることなく実現可能であ

る。第 3 節で紹介した通り、この「ドレール CMU マタニティ」は今までにセネガルで行わ

れてきた JICA の活動を組み合わせ、我々が農村滞在中に見たセネガル農村の実態を踏まえ

て考案されたものである。そのため、実現の土台がある程度整っていることが予想され、

実現可能性の高いプロジェクトとなるのではないかと考え、これを政策提言とする。	

図	11：政策を実施することによる将来的なヴィジョン	

	
（筆者作成）	
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	 図 12 には本稿の現状分析から政策提言が生み出す結果までの流れをまとめた。	

	

図 12：政策提言の結果までの流れ	
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おわりに 
本稿では、セネガル農村における女性の自律性、交渉力と夫婦の共同行動の関係に着眼

点を置き、女性の自律性、交渉力の決定要因を、介入実験を用いて明らかにすることを目

的とした。差の差分法を用いた二段階 小二乗法により分析を行い、結果として女性の自
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律性を被説明変数に置いたとき、外的要因を含める場合に限り、「第一妻であるか」「携

帯電話を所有しているか」が有意となった。また、女性の交渉力に関しては、外的要因の

有無にかかわらず、「夫婦間で共同行動を行うこと」が有意な結果となった。さらに、外

的要因を含んだ場合には「仕事の有無」「第一妻であるか」「貯蓄金額」が有意な結果と

なった。これらの結果から、女性の夫に対する交渉力の向上に有効であると考えられる夫

婦間の共同行動を促す「ドレール CMU マタニティ」を政策として提言する。しかし今回の

実証研究は実験介入期間が約 2 週間と短く、また、宗教的理由から、女性の自律性・交渉

力と深いかかわりを持つ子供の健康に関するデータを十分に収集できなかった。そのため

これらの議論を今後の研究課題としたい。	

後に、本稿の作成にあたり熱心なご指導を頂いた栗田匡相准教授、調査に協力してく

ださった JICA の方々、ダカール大学の学生、調査を快く引き受けてくださったセネガル農

村の方々、暖かい笑顔で私たちを家に泊めてくださった調査村の村長の方々、その他調査

に協力してくださったすべての人に心から感謝の意を表する。本研究が今後のセネガルの

女性の地位向上、ひいてはセネガル全体の開発を目指すうえでの一助となることを願い、

本稿を締めさせていただく。	
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